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【京都らしい住宅の観点～景観～参考資料】 
資料１：町家調査結果概要 

（「京町家まちづくり調査 調査報告書」平成 16 年 3 月 京都市都市計画局） 

 

１ 調査方法 

・外観調査及びアンケート調査 

 

２ 調査結果概要 

・田の字及び職住共存地区を含む 18 元学区において，平成 16 年 3 月現在で 5,992 軒の京

町家が残存していることが確認されている。 

・この数字は，平成 7 年度及び 8 年度に実施された市民調査「木の文化都市：京都の伝統的都

市居住の作法と様式に関する研究」の結果と比べて，927 軒少ない数となっている。 

・町家消滅後の土地利用については，一般住宅が 42.7％と最も多く，次いで屋外駐車場の

16.4％，共同住宅の 13.3%，オフィス・商業ビルの 11.1％という調査結果が得られてい

る。 

 

【調査対象地区】 
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資料２：都心部における住まいや近隣の環境に対する満足度 

（今後の京都市における住宅政策方針の策定に関する調査「まちなか住まいのアンケート調査結果」） 

１ 調査概要 

・今回の調査対象は，東山区の袋路に面した町家や長屋の 1,044 戸から，空き家 231 戸と建替え中

や作業場等として利用されている 213 戸を除いた 600 戸を調査対象とした。 

 

 

 

 

 
２ 住まいや近隣の環境に対する満足度 

袋路に面した町家や長屋 

 空き家 建替え中・別の用途として利用 調査対象 

1,044 戸 231 戸 213 戸 600 戸

回収戸数 回収率 

267 戸 44.5％

住まい 

近隣環境 
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資料３：京町家再生賃貸制度 
 
○御所東団地の取組事例 
【概要】 
１ 計画概要 

 延床面積：1 戸当り延床面積は約 50 ㎡（1F 約 30 ㎡，2F 約 20 ㎡） 

 構造型式：木造 2 階建て，通抜け路地に面した長屋形式 

 住戸数：5 軒（9 軒長屋のうちの 5 軒を改修） 

 

２ 事業の趣旨 

 京町家は，建築基準法施行以前の建物のため，通常は現行規定に準拠することが難しい既存不適格物

件である。本件は，耐震，防火及びバリアフリーに関する性能向上に資する工事を補助対象としており，

現況から性能を高めることで，大家及び居住者の安心感が高まることを目指したものである。 

 あわせて，京町家の賃貸住宅再生事例として周知することで，民間事業者による京町家の賃貸住宅経

営及び改修工事の普及啓発を促進することを狙っている。 

     

前面路地と再生長屋外観                    

（防火性を向上しながら，伝統的なファサードを再生） 

 

1 階和室 
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資料４：京町家まちづくりファンド（パンフレット抜粋） 
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資料５：郊外部における住まいや近隣の環境に対する満足度（昨年度戸建住宅調査結果） 
（今後の京都市における住宅政策方針の策定に関する調査「戸建住宅住まいのアンケート調査結果」） 

１ 調査の対象住宅及び回収状況 

・今回の調査対象範囲（山科区の昭和４０年代頃に開発分譲された戸建住宅地）にある住宅 858 戸

から，空き家 66 戸と建替え中や作業場等として利用されている 14 戸を除いた 778 戸を調査対

象とした。 

 

 

 

２ 住まいや近隣の環境に対する満足度 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象内住宅数 空き家 建替え中・別の用途として利用 調査対象戸数 回収戸数 回収率 

858 戸 66 戸 14 戸 778 戸 371 戸 47.7％
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資料６：郊外住宅地の様子 

【山科】 

・住宅が密集して建ち並び，個々の宅地が狭く，また，前面道路が 4ｍ未満のものもある  

  
 

【羽束師】 

・農地転用によるミニ開発により，基盤が脆弱な住宅地が広がりつつある。 

  

 

【桂坂】 

・基盤も十分に整い，ゆとりある敷地で，良質な住環境を維持している。 
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資料７：京都市景観計画基本方針 
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資料８：建築協定，景観協定 

■建築協定（建築基準法） 

 ・地域固有の住環境の保全や商店街の利便等を図るために，地区住民が地区独自の建築制限を

申し合せ，市長の認可を得て協定する制度 

・建築物の敷地，位置，構造，用途，形態，意匠及び建築設備等を定める 

・建築物の意匠として，建築物の色，屋根の形状等を定めることができ，統一感に配慮したま

ちなみの形成が可能 

・協定には有効期限を定めなければならない。期限を過ぎた場合，住民の合意が必要である 

 ・地区数：７０地区，地区面積：１２９．２ha 
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■景観協定（景観法） 

・景観計画区域内の一団の土地を対象として，土地の所有者等の合意によって良好な景観の形

成に関する協定を締結するもの 

・建築協定や緑地協定で定められる事項に加え，工作物や，屋外広告物，農用地に関する事項

等，景観に関する多様な要素について一体的に定めることができる 

・良好な景観の形成のために必要な事項として，例えばショーウィンドウの照明時間やまちの

清掃等のソフト面の事柄を一体的に定めることができるのが大きな特徴 

・景観協定を結ぶには，協定を結ぼうとする区域内の土地の所有者等の全員の合意が必要であ

り，かつ，景観行政団体の長（京都市の場合，京都市長）の認可を受ける必要がある 

・今のところ京都市では，協定地区はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜景観協定に定められる事項＞ 

・ 建物の形態意匠，敷地，位置，規模，構造，

用途，建築設備に関する基準 

・ 工作物の位置，規模，構造，用途，形態意匠

に関する基準 

・ 樹林地，草地等などの保全 

・ 屋外広告物の表示や設置に関する基準 
・ 農用地の保全，利用に関する事項 
・ 良好な景観の形成のために必要な事項 
・ 協定の有効期間（必須） 
・ 協定に違反した場合の措置（必須） 
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資料９：環境モデル都市の提案における取組概要 
 

 

 

「緑・住まい・まちづくり」に関する事項 

① 取組方針 

１ 地域全体で景観と低炭素両面で良好な，魅力ある建築物ストックの形成を図っていく。 

・「新景観政策」を京都のまちづくりの基本に，京都の財産である景観を，良好な状態に保全・再生し，未来の

世代に継承する。 

・家庭部門・業務部門の大幅なエネルギー削減に向け，地域全体で建築物の断熱性能及び冷暖房効率の向上を図

る。 

２ 「保全・再生・創造」の土地利用方針に応じた低炭素型まちづくりを行う。 

（１）北部の「保全」：市域面積の3/4 を占める森林の保全・整備と活用（森林吸収源，木材・間伐材等の利用，

木質バイオマスエネルギー） 

（２）中心部の「再生」：景観・低炭素ハイブリッド型住宅（平成の京町家），市内産木材の利用 

（３）南部の「創造」：高度集積地区，横大路地域などモデル地区での地域分散型エネルギーシステムや，高規

格公共交通システムの導入など低炭素型地域開発 

② 5 年以内に具体化する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 削減の見込み・フォローアップの方法

(1)景観とマッチした省エネ建築物の普及 

 
(2)豊かな森林資源の活用 

・市内の森林整備(企業の環境貢献活動も活用)の促

進 

・京都モデルフォレスト運動の推進 

・市内産木材の利用促進 など 

☆市・事業者 

★NPO・市 

★市・事業者 

○市内産木材活用量等 

(3)水や緑，風の道を活かし，自然と共生するまち

づくり 

・良好な水循環に向けた取組の推進，駐車場の芝

生化，街路樹に被われた「道路の森」づくり，「平

成の坪庭」づくり等都市緑化，森林保全・整備の

推進 など 

★市 ○緑被率等 

(4)モデル地区における低炭素型まちづくり 

・高度集積地区，横大路地域における，公共交通

重視，省エネ型建築物，新エネルギーの率先導入

▽市 ○今後策定する実施計画 

において検討 

③ 課題 

○(1)(2)住宅建築への市内産木材利用や省エネ改修については，利用者（施主）のコストを軽減する方策として

国等による税制優遇等の制度整備が必要である。 
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京都市環境モデル都市行動計画素案（景観と低炭素が調和したまちづくり抜粋） 

京都市 環境モデル都市行動計画（素案）    
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２－２ 景観と低炭素が調和したまちづくり 

２－２－① 取組方針 
京都市は，欧米の都市とは異なり，温暖で多湿な気候に加え，里山とその後背に位置する豊か

な森林に囲まれるという立地条件を京都人の知恵により活かし，自然と共生する「木の文化」を

育んできた。 
この豊かな森林をはじめとする自然との共生により育んできた「木の文化」が実現した景観は，

世界的に地球温暖化対策が急務となっている今日，低炭素社会のひとつのあり方を表象する「低

炭素景観」である。 
京都市は，「木の文化」が実現してきた優れた景観を保全・創生する「新景観政策」を基本に，

「木の文化」に由来する，「低炭素景観」の創造を目指し，「木の文化を大切にするまち・京都」

戦略を進めるとともに，これまで，京都市においてまちづくりの基本としてきた，地域の個性や

自然的・歴史的な条件を十分に考慮した「保全・再生・創造」に応じた低炭素型まちづくりを「『木

の文化を大切にするまち・京都』市民会議」を中心に，市民，事業者との協働により策定・実現

する。  

 
(1) 景観との調和を目指した低炭素建築物の普及 

ａ 良好な景観と低炭素を目指した基準（ＣＡＳＢＥＥ京都）の策定と認証制度の創設 

景観への配慮や低炭素への取組に対する評価を重視した「ＣＡＳＢＥＥ京都」を策定し，

その基準を核とした「低炭素景観建築物認証制度」を創設するとともに，表示による啓発

や優遇措置の検討など普及拡大に向けた取組を検討する。 

ｂ 低炭素への転換を支援するアドバイザー制度の創設 

既存の建築物（住宅系）の改修に際して，断熱性能の向上や最新機器の導入などにより，

低炭素建築物への転換を進めるために「省エネ住まいアドバイザー」の育成・派遣を行う

「省エネ住まいアドバイザー制度」を創設する。 
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ｃ 「低炭素景観ハイブリッド型住宅（平成の京町家）」の開発とモデル実施 

「木の文化」に培われてきた技術と最新技術との融合により，良好な景観との調和を目

指した低炭素建築物を良好なストックとして普及させるために「低炭素景観ハイブリッド

型住宅（平成の京町家）」を「低炭素景観建築物」のモデルとして開発し，民間事業者との

連携により建設する。 
 

(2) 市内産木材を活用した率先的推進 

a 市内産木材の利用を促進する「京の山杣人（そまびと）工房」，「みやこ杣木（そまぎ）」

事業の推進 

市内産木材の利用促進を推進することは，地産地消として，林業振興の観点からだけで

はなく，二酸化炭素の蓄積や二酸化炭素の吸収源である森林整備に大きく貢献するととも

に，輸送に伴い発生する二酸化炭素の削減効果も期待できる。 
そこで，「京の山杣人工房」事業により京都市内に11 か所設置したモデル工房を窓口と

した情報発信や，リフォームに際して一部材料を市内産木材で提供するなどの取組により

消費者による市内産木材の利用促進を図るとともに，「みやこ杣木認証制度」による市内産

木材の独自表示制度を進め，消費者に加えて工務店などの事業者への利用促進を図る。 
ｂ 公共施設の木造化の率先的推進 

公共施設での木造化の率先的推進について，利用基準の整備などに取り組み，市内産木

材の利用促進を目指すとともに，公共建築物での利用の拡大により，民間建築物における

市内産木材の利用促進を誘導する。 
ｃ 間伐材のガードレール等への活用 

ガードレール，防護柵等の道路付属物に市内産木材の間伐材を活用することにより，良

好な都市道路景観の形成を図るとともに，間伐材利用に伴い発生する間伐作業による森林

整備の促進を図る。 
ｄ 市内の森林整備の促進 

上記の各種施策の実施に伴って市内産木材の需要や間伐材の利活用等が拡大されること

から，森林の保全・整備を計画的，積極的に進める。  
 

(3) 研究開発型企業の集積を目指す南部開発地域での低炭素型モデル地区の形成 

21 世紀の京都の新たな活力を担う，創造のまちづくりを目指す南部開発地域（高度集積地

区や横大路地域等）をモデル地区として，高規格バスの運行を目指すとともに，地域分散型

エネルギーシステムの導入を検討するなど，まちづくりに沿った新たな技術や取組による低

炭素型地域開発を推進する。 
 

(4) 市内中心部での緑の創造 

ａ 「平成の坪庭づくり」の推進 

ヒートアイランド現象をはじめとする都市環境の悪化に対処するために，従前の生け垣

緑化や建築物の屋上・壁面緑化助成に加え，道路に面する敷地や駐車場などの緑化を新た

に助成する。 
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【京都らしい住宅の観点～環境～】 

資料１０：「200 年住宅」等の良質ストック形成の動き（国土交通省「200 年住宅」参考） 

○国土交通省の動き 
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資料１１：京都市内産木材供給事業（京都市林業振興課 HP より） 

 

・住宅・店舗のリフォームを行う際，北山丸太製品をはじめとする環境に優しい市内産木材製

品を提供する事業 

 
事業の概要（平成19年度） 

平成18年度利用事例 
 
 

1 募集件数 約16件 

2 募集期間 平成19年7月2日～平成19年7月31日まで 

3 応募資格 京都市内にお住まいの方又は主たる事務所のある法人で，自らが所有する住宅又

は店舗において，リフォームを行おうとする方（市内産木材の利用は一部でも可

能です。） 

4 提供条件 (ア) 提供された市内産木材を平成20年3月10日までに使用し，報告すること。

(イ) リフォームにおいて，一部でも北山丸太又はその加工製品を利用すること。

北山丸太や面皮付き柱，面皮付き腰板，北山タルキの利用方法をご検討下さい 

(ウ) 提供された材でリフォーム後，5年以上利用すること。 

(エ) 普及啓発のためのリフォーム写真等の利用の承諾 

5 提供される材 (ア) 京都市域産材供給協会より提供される市内産の板，柱，北山丸太等の木材製

品 

(イ) リフォームに利用する木材製品で，25万円相当の材を上限として提供 

6 応募に必要な

書類 

(ア) 京都市内産木材供給申請書 

(イ) 市内産木材の供給に当たっての承諾書 

(ウ) 改修計画図面（市内産木材の使用箇所及び北山丸太の仕様箇所を赤で示して

下さい） 

(エ) 建築現場位置図（住宅地図等を使って，現地に伺えるようにつくって下さ

い。） 

(オ) 市内産木材注文書 

なお，(ウ)(エ)については，様式は定めていません 

テナントビルのエントランスを木でリフォームした例 

耐震リフォームと北山杉を使ったエントランスの例
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資料１２：京の山杣人（そまびと）工房事業（京都市林業振興課 HP より） 

 

・貴重な森林資源を有効に生かしたまちづくりを推進するとともに，地域林業や木材関連業界の

活性化を図るため，市域の民間店舗や施設を活用し，市内産材を使用したリフォームモデル施

設「京の山杣人工房（森の窓口）」を各行政区に 1 箇所ずつ設置する取組。 

・本施設を拠点にして，建築家や林業家も加わった市民グループの育成や，市民による森のワー

クショップの定期的な開催，市内産材を利用したリフォームの普及啓発を推進。 
 

 

 

○ 北区モデル工房   森の家に住みたい会（平成 17 年度選定） 

○ 上京区モデル工房  木輪舎（きりんや）（平成 17 年度選定） 

○ 左京区モデル工房  京町家，森の灯台（平成 17 年度選定） 

○ 中京区モデル工房  艸風館（そうふうかん）（平成 18 年度選定）  

○ 下京区モデル工房  空（くう）（平成 18 年度選定） 

○ 伏見区モデル工房  木好京室（もっこうきょうしつ）（平成 18 年度選定） 

○ 南区モデル工房  木魂（こだま）の森（平成 19 年度選定） 

○ 右京区モデル工房  嵯峨・木のこゝろ『風（ふう）』（平成 19 年度選定） 

○ 西京区モデル工房 「京北の木で家をつくろう」ネットワーク（平成 19 年度選定） 
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資料１３：「みやこ杣木（そまぎ）」認証制度（京都市林業振興課HPより） 

 
・地球温暖化対策の一環として，活力ある健全な森林の育成を進めるため，市内産木材の需要拡

大に取組んでおり，木の地産地消の取組を効果的に進めるために創設 
・京都市地域産材であることを明示する地産表示を行うとともに，安心して利用してもらえるよ

うに品質・性能を表示するほか，環境貢献に関する事項として炭素貯蔵量の表示などを行う 

・京都の森林で産出された木材の情報を明示することにより，消費者や工務店の皆様に市内産木

材を身近に感じてもらい，広く利用してもらうことを目指す。 
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資料 1４：「木の文化を大切にするまち・京都」市民会議の概要 

 
１ 設置目的 

京都が持つ類稀な特性である 

・二酸化炭素の吸収源である「森林」が市域の 4 分の 3 を占め，「山」紫水明の美しい自然景

観を形成 

 ・京町家をはじめとする「木造家屋」が建ち並ぶ美しい町並み景観 

を活かして，低炭素社会づくりに向けた取組を議論していただくため，市長の諮問機関とし

て設置。 

 

２ 委員の構成 

  まちづくり，建築，文化，町家，森林・木材等の幅広い観点からの深い議論を展開していた

だくため，各分野の学識経験者，業界関係者及び公募による市民など総勢 30 名で構成。 

 

３ プロジェクトチームについて 

  市民会議のもとに，「CASBEE 京都」検討プロジェクトチーム，「平成の京町家」検討プロ

ジェクトチーム，「森と緑」検討プロジェクトチームの 3 つのプロジェクトチームを設置し，

それぞれ具体的なテーマについて議論を進めていく。 
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資料 1５：京都市木造住宅振興支援事業 

 

良質で京都らしい木造住宅の形成に当たって，木造住宅振興に寄与する活動を支援し，その

活動を行う団体等を対象に，その事業の経費の一部を助成する。 

 

１ 補助金額 

事業経費の２／３以内かつ予算の範囲内で，事業内容に応じて決定。 

平成１９年度の補助対象事業は，「京町家再生モデル住宅による普及啓発」と「伝統的木造住

宅建築技術または技能の維持継承」の２事業で，１事業あたり６０万円を助成。 

 

２ 補助対象事業例 

 下の３つは今までに助成した例で，新たな都市型住宅の提案に関する事業等も対象になります。 

（１）京町家再生モデル住宅整備 

改修方法の調査，京町家の保全・再生及び住宅ストックの有効活用について普及啓発を行

うため，モデル京町家の改修を行った。 

（２）京町家再生モデル住宅による普及啓発 

京町家の保全・活用及び住宅ストックの有効活用を促進するため，市民が改修効果等を体

感できるよう，再生したモデル住宅の公開及び説明等を行った。 

（３）伝統的木造住宅建築技術または技能の維持継承 

京町家の保全再生を担う大工の技能者としての自覚・資質の向上を目指すため，伝統建築

技能やその背景となる住文化に関する座学及び実習，大学研究者との伝統工法に関する共同

研究等を行った。 
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３ 補助対象事例 

 

名 称 事 業 年 度 

大黒町通の 

長屋 

京町家再生モデル住宅整備（Ｈ15） 

京町家再生モデル住宅による普及啓発（Ｈ16～Ｈ19） 

   

   

□ 事業内容 

袋路にある 11 軒の長屋（築 90 年）を，防火・構造の性能を向上させる改修を行い，「コミュ

ニティスペース兼展示スペース」として公開する住戸（１戸）と職住共存を実演する住戸（住戸

内は一部非公開）として再生した。 

「人の顔の見える，生活のある再生」に共感する入居者の公募を行ったほか，町家活用の促進

を図るため，完成後にモデル住宅として公開展示し，改修の効果や袋路の再生を体感してもらう

ことを意図している。 

① 改修工事 

・ 袋路接道部の外装全面改修  

・ 構造補強 

・ コミュニティスペース兼展示スペースの設置（11 戸の内の 1 戸） 

・ 隣接ガレージに通じる避難口及び避難口に至る避難通路の設置 

② コミュニティ再構築及び市民への情報発信 

・ 入居者公募に向けた説明会の実施 

・ 周辺住民への事業の意義に関する説明 

・ 改修完了後に本事業の意義と経過を展示スペースで公開 
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【京都らしい住宅の観点～住まい方～】 
 

資料 1６：中京区明倫学区 鯉山町の取組 

（財団法人 京都市景観・まちづくりセンター作成「おつきあいのコトハジメ」より） 
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資料 1７：世帯類型別世帯数，世帯主の年齢別世帯類型別世帯数の推移 
（各年国勢調査） 

○世帯類型別世帯数 

・世帯類型別世帯数のここ１０年の動きをみると，単独世帯が約５万世帯増加しているほか，夫

婦のみ世帯，片親と子どもの世帯といった核家族世帯についても増加が続いている。 

 
■ 世帯類型別世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年国勢調査 
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○単独世帯，夫婦のみ世帯，ひとり親と子どもの世帯の推移 

・単独世帯，夫婦のみ世帯，ひとり親と子供の世帯という増加している世帯について，世帯主の

年齢別にその推移をみると，社会的に高齢化が進む中で 70 歳以上の増加が顕著なほか，30

歳から 40 歳未満という若い世代の増加が見られる。 

 

■ 世帯主の年齢別世帯類型別世帯数の推移（単独世帯，夫婦のみ世帯，ひとり親と子供の世帯） 

 【単独世帯】                 【夫婦のみ世帯】             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひとり親と子供の世帯】 
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資料 1８ 空家の増加 

・ 昭和５３年に住宅総数が総世帯数を上回り，平成１５年現在，10 万戸の空き家が発生してい

る。 

・ 今後，住宅ストックとして，空家を有効に活用していく必要がある。 

・ 各区とも空家が増加傾向にあるが，特に，右京区での空家の増加が著しい 

 

○住宅数の推移 

■ 京都市の世帯数と住宅数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：各年住宅・土地統計調査 
 ■ 行政区別の空家数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：各年住宅・土地統計調査 
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資料１９：都心部の長屋・町家にお住まいの方の居住意向等 

（今後の京都市における住宅政策方針の策定に関する調査「まちなか住まいのアンケート調査結果」） 

 
■ 世帯型別世帯数 

・単身世帯と夫婦のみ世帯が全体の半数を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 今後の居住意向 

・今後の居住意向としては，「住み続けたい」が半数以上を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※世帯主の年齢階層別にみた今後の居住意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=267

１　住み続けた
い

51.3%

　　不明・
   無回答

    13.5%

２　住み続けた
いができないだ

ろう（引っ越さ

ざるを得ない）

6.0%

３　住み続けた
いとは思わな

い

9.0%

４　どちらともい
えない

20.2%

N=267

２　夫婦のみ
21.3%

３　夫婦と子ど
も

19.9%

　　不明・無回
答

13.5%
８　その他

3.7%

４　ひとり親と
子ども

8.2%

１　単身
27.3%

７　兄弟姉妹
など親族のみ

3.4%

６　３世代
（親、子、孫）

2.2%

５　ひとり親と
子夫婦

0.4%

45.8%

36.1%

51.4%

70.3%

58.1%

12.5%

5.6%

6.9%

1.4%

6.5%

8.3%

19.4%

11.1%

8.1%

3.2%

25.0%

33.3%

26.4%

12.2%

16.1%

8.3%

5.6%

4.2%

8.1%

16.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50歳未満

(N=24)

50歳代

(N=36)

60歳代

(N=72)

70歳代

(N=74)

80歳以上

(N=31)

１　住み続けたい ２　住み続けたいができないだろ
     う （引っ越さざるを得ない）

３　住み続けたいとは思わない

４　どちらともいえない 　　不明・無回答
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資料２０：地区計画 
【地区計画】 

根拠法 都市計画法及び建築基準法 

概要 ・地区レベルを単位とした計画制度。 

・地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地を形成・維持するため，住民意

向を反映しながら道路，公園等の地区施設や建築物の整備，土地利用に関し

て地区のまちづくりに必要な事項を選択し，その詳細な計画（ルール）を都

市計画に定めるもの。 

・この計画に基づいて建築や開発行為に関して必要な規制誘導を行う。 

・建築条例に当該地区の規制内容を定めた場合，建築確認の基準となる。 

地区数 50 地区（下記参照） 地区面積 600.2ha 

住宅景観の

ポイント 

建築物の意匠として，建築物の色，屋根の形状，緑化等を定めることができ，

統一感に配慮したまちなみの形成が可能 
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資料２１：京都市地域コミュニティ活性化に関する懇話会の概要 
 
１ 設置目的 

地域コミュニティ活性化に向けた方策について，必要な事項を検討するとともに，当該事項に

ついて市長に対し，提言を行うために設置。 
 
２ 委員の構成 

学識経験者，各種住民団体の代表及び公募による市民など総勢１２名で構成。 
 
３ 今後の検討内容 
（第 1回京都市地域コミュニティ活性化に関する懇話会資料より） 
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資料２２：コーポラティブ住宅（事例：ユーコート） 
 
・1982 年３月「住み手自身に家創り」をテーマに「京の家創り会」が発足し，洛西ニュータウ

ンに住みたい８名によってグループを結成。公団との交渉の結果，洛西ニュータウンの土地が

グループ分譲住宅として公募され，48 名になった洛西グループが当選し，計画が始まる。 

・中庭の水の流れる和風庭園，集会所，共同駐車場（100％確保）など共有施設が充実しており，

植栽管理などは住民が担っている。 

・集会所（地域へも開放されている）を中心に，数々のサークル活動や地域活動が行われ，子供

たちの参加や見守りも自然になされている。 

 
■計画概要 
施工者 京の家創り会設計集団 施行年 1985 年 

敷地面積 3,315.79 ㎡ 住戸数 48 戸 

建築面積 1,819.42 ㎡ 建ぺい率 54.87％ 

延べ床面積 5,866.70 ㎡ 容積率 154.18％ 

 
■1 階平面図 

 
 
■ユーコートの様子 

   
 
写真引用：延藤安弘編著「人と縁をはぐくむまち育て」萌文社，2005 

参考：コープ住宅推進協議会関西ＨＰ 
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資料２３：町家型共同住宅 

町家型共同住宅設計ガイドブック 

目的 京都の都心市街地等における中高層共同住宅（集合住宅）の計画・設計

に際して，周辺地域になじむものを誘導する上での手引。 
町家に育まれた「自然環境と調和した穏やかな生活空間」や「職・住・

遊一体の都市居住」，「密度の高い洗練された和風デザイン」を生かしつ

つ，新たな工夫を加えた共同住宅のための設計ガイドブック。 
事業主体 町家型共同住宅研究会，京都市 
事業実施年度 平成 6年度 

【設計指針・12 項目】            【設計各論】 

１．まち街区システム 
－お町内や伝統的街区秩序との新しい関係づ
くり 

1-1 伝統的市街地の環境ストックに適応する 
1)在来からの街区環境秩序に沿うこと 
2)街区環境の問題解消に役立ち，あるい
は改善に貢献すること 

1-2 在来からの地域社会になじみ，融合する 
1)計画段階から地域社会のメンバーとな
る工夫を盛り込むこと 

2)地域社会に適合する開放的な仕組みを
もつこと 

２．まち通りシステム 
－町並みやまち通りのもつ空間秩序の継承と
創造 

2-1 町並み景観の基本的な仕組みを継承する 
1)壁面線の連続性と陰影豊かなファサー
ドをもつこと 

2)町並みのもつスケール感になじむこと
2-2 まち通りのにぎわいと安全性を確保する 

1)地上階における活動性を受け継ぐこと
2)くるまと歩行者の共存を図ること 

３．まち建築システム 
－都市建築として町家の知恵や作法の検証と
再生 

3-1 まち建築システムの知恵を継承する 
1)自立的更新・修復システムを内蔵する
こと 

2)自然な監視ができる防犯システムをつ
くること 

3-2 都市居住へのニーズや現代の環境要求に
対応する 
1)住戸の多様性と使いこなせる仕組みを
確保すること 

2)「環境」に対する配慮を盛り込むこと

1.都心居住ニーズにこたえる 
元学区とお町内 
いろいろな人とともに住む 

2.うなぎの寝床の知恵を受け継ぐ 
敷地形状の制約 
立体坪庭の提案 

3.建築としての自立性を継承する 
町家建築が備える自立性 
スケルトンとインフィルの分離 

4.町並みづくりに参加する 
町家及び町並みの伝統 
京町家の意匠的特性 
町並み形成のための提案 

5.くるまと歩行者の共存に対応する 
都心市街地の交通問題 
街路空間と駐車空間 
道の街路性についての 5条件 

6.立体路地をつくる 
いえとみちの関係 
立体街路の提唱 

7.住商複合化をすすめる 
機能複合の考え方 
商住複合的市街地の評価と現代的課題 
機能複合化の建築的課題 

 

【町家型共同住宅モデル設計のイメージスケッチ】 

 

 

 


